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   附属機関等における青少年委員の登用状況について 

 

 京都市では，平成２３年３月に策定した「はばたけ未来へ！ 京都市ユースアクションプラン

―第３次京都市青少年育成計画―」に基づき，青少年（３０歳以下）の社会参加を促進し，そ

の成長と自立を支援する施策を推進しています。 

 次世代の社会を担う青少年が，京都の未来を共に考え，青少年の視点と意見を市政に反映さ

せることは，青少年の社会への参加意識が高まり，自己成長につながるとともに，本市の施策

をより充実させることができます。また，公職選挙法の改正による選挙権年齢の引下げに合わ

せ，青少年の社会や政治への関心を高める取組がより一層求められています。 

 そのため，これまでから，青少年の市政参加を促進するための取組の一つとして，青少年委

員を登用している附属機関等の割合を高めるために数値目標を設定し，附属機関等への青少年

の参画を推進してきました。 

 この度，平成２７年度末の青少年委員の登用状況を取りまとめましたので，お知らせします。 

 

 

１ 登用状況 

（青少年委員を登用している附属機関等の割合） 

 ２３年度末 ２４年度末 ２５年度末 ２６年度末 ２７年度末 

目標 １８％ １９％ 

実績 ７．３％ ８．４％ １１．９％ １２．２％ １１．７％ 

※ 詳細は，別紙のとおり 

28年度に新たに青少年委員を登用した附属機関等

があり，28年6月末では13.2％となりました。 



２ 登用促進等に向けた取組 

 「はばたけ未来へ！ 京都市ユースアクションプラン―第３次京都市青少年育成計画―」行

動計画改定版（平成２８年２月策定）に基づき，青少年の市政，社会，政治，選挙等のへの

関心を高める中で，現在の数値目標（平成３２年度までに２０％）の達成に向けて，附属機

関等への青少年委員の登用を推進してまいります。 

 

＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年の市政参加の促進 

附属機関等への青少年委員の登用の促進 

局区等での附属機関等への青少年委員

の登用を図る取組 

青少年の意識を高揚するための取組 

・ 青少年モニター制度（モニター登録者を対

象にアンケート・ワークショップを実施） 

・ シティズンシップ教育事業（政治や選挙へ

の関心を高めるワークショップ等を実施） 

・ 青少年の自主活動への支援 

               等 

青少年の自己成長・本市の施策の充実 



附属機関等の委員への青少年の登用状況（平成２７年度末） 別紙

附属機関等
数

委員数
青少年委員
数

環境政策局 11 1 9.1% 129 1

行財政局 14 0 0.0% 158 0

総合企画局 11 3 27.3% 226 50

文化市民局 36 4 11.1% 362 5

産業観光局 21 1 4.8% 203 1

保健福祉局 35 3 8.6% 1,862 3

都市計画局 28 3 10.7% 514 5

建設局 7 2 28.6% 73 2

会計室 0 0 0.0% 0 0

北区役所 4 1 25.0% 43 1

上京区役所 5 1 20.0% 82 2

左京区役所 4 0 0.0% 44 0

中京区役所 4 0 0.0% 35 0

東山区役所 4 2 50.0% 51 5

山科区役所 4 1 25.0% 59 1

下京区役所 4 1 25.0% 79 1

南区役所 4 0 0.0% 68 0

右京区役所 3 0 0.0% 20 0

西京区役所 4 0 0.0% 35 0

伏見区役所 4 0 0.0% 51 0

選挙管理委員会事務局 1 1 100.0% 17 2

消防局 0 0 0.0% 0 0

交通局 1 0 0.0% 4 0

上下水道局 1 0 0.0% 9 0

教育委員会事務局 30 4 13.3% 557 11

合計 240 28 11.7% 4,681 90

青少年を登用している附
属機関等数及び割合

 


